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新しい計画などを策定しました

休日窓口を開設します
�問 市民課（ TEL 048-796-5981）

　窓口業務の一部を取り扱う休日窓口を、毎
月2回開設します。仕事の都合などで平日に
市役所へ来庁することができない人は利用し
てください。
開設日時
　原則、毎月第2㈰および第4㈯の8：30～
12：00（システムなどの関係で開設日の変更
あり）
開設場所
　市役所2階市民課

開設予定日（4月～9月分）
　4/13㈰・26㈯、5/11㈰・24㈯、6/8㈰・28㈯、
7/13㈰・26㈯、8/3㈰・23㈯、9/14㈰・27㈯
※�8/10㈰はシステム調整のため、前週の8/3
㈰に開庁します

休日窓口の取り扱い業務
各種証明書発行
　住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑
登録証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し、
身分証明書、戸籍届の受理証明書など

届け出（申請）
　住民異動届（転入、転出、転居、世帯主変更、
世帯分離、世帯合併）、印鑑登録申請・廃止・再
交付
マイナンバーカード交付・更新
※�他市区町村や関係機関に問い合わせが必要
なものなど、一部取り扱えないものや即日
交付できないものがあります。詳しくは同課、
または市 WEBで確認してください

…市民意見の提出あり …市民意見の提出なし

提出された意見と市の機関の考え方は次の場所で公表しています
▶各担当課窓口　▶市役所3階市政情報室　▶庄和総合支所2階市政情報室　▶教育セン
ター1階　学習情報サロン　▶市民活動センター「ぽぽら春日部」　▶男女共同参画推進セ
ンター「ハーモニー春日部」　▶各公民館　（それぞれの閉庁・休館日を除く）　▶市 WEB

�問 くらしの安全課（ TEL 048-736-1126）

闇バイトに加担しないために 住宅侵入強盗被害に遭わないために
　闇バイトとは、単なるアルバイトではなく、目先の利益を得るために、罪のな
い人のお金や人生をも奪い取りかねない、凶悪な犯罪に加担することです。
　待ち受けるのは重い刑罰と後悔だけです。絶対に手を出さないようにしましょう。
応募から検挙されるまで
●SNS などを通じて「安全に稼げます」「ホワイト案件」な
どとうその情報をうたって誘引�

●応募すると、匿名性の高いアプリをインストールするよ
う指示され、犯行グループとのやり取りが始まる

●自身や家族の個人情報を控えられ、個人情報を盾に脅迫
などを受け、犯罪を強要される

●特殊詐欺の受け子・出し子、たたき（強盗）などの使い捨ての犯罪実行役となり、
逮捕されるまで使い続けられる

一人で悩まず、まず相談を
　やめられない、逃げられない場合は一人で悩み抱え込むことなく、勇気をもっ
て家族や警察に相談しましょう。

　誰もが狙われる危険性があることを認識し、自宅の防犯力を高めましょう。
不審な電話・来訪者の確認徹底
●個人情報を教えない（在宅時間や家族構成、資産状況など）
●来訪者に直接対応しない（自宅内には入れず、ドアやインターホン越しなど
間接的に対応）

見せる防犯対策
　外から見えやすい場所に「防犯カメラ※」
「防犯ステッカー」「センサーライト」な
どを設置し、外部に警戒心を示す。
ガラス破りの侵入防止対策
●�割りにくくする……防犯フィルムの貼
り付け、防犯ガラスに交換

●手間をかけさせる……補助錠設置
●音で威嚇する……窓用防犯ブザー
侵入された場合を想定した対策
●自宅内に多額の現金を保管せず、金融機関に預けておく
●逃げる、隠れられる場所を把握しておく（鍵のかかる部屋、トイレなど）
●就寝時などスマートフォンを身近な場所に置き、緊急時すぐに110番通報する
※9面に家庭用防犯カメラの設置費用補助に関する記事あり

警察相談専用電話 #9110
（ダイヤル回線および一部のIP 電話からは TEL 048-822-9110）

または、最寄りの警察署まで

人権施策推進指針（第2次改定）、
人権施策推進指針 
前期実施計画
�問 人権共生課（ TEL 048-736-1130）

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
の基本理念にのっとり、取り組むべき人権
教育・啓発の基本的な方向性を示す指針およ
びその前期実施計画です。

心身障害者通所支援施設 
（リサイクルショップ、ひまわり園、
あおぞら）個別施設計画
�問 障がい者支援課（ TEL 048-736-1131）

心身障害者通所支援施設（リサイクルショッ
プ、ひまわり園、あおぞら）の現状を把握し
た上で、必要な修繕計画を明確にし、施設の
リノベーションを図るとともに、中長期的
な維持管理・更新などにかかるトータルコス
トの縮減などについて定める計画です。

災害廃棄物処理計画
�問 ��リサイクル衛生課 
（ TEL 048-797-8028）

災害時に発生する災害廃棄物を迅速に処理
するために定める計画です。災害廃棄物の
処理に関し、埼玉県や環境省の指針の策定・
改定があったため改定を行ったものです。

（新）中央町第1公園基本計画
（改定版）
�問 公園緑地課 

（ TEL 048-797-8152）

市立医療センターの建設に伴い廃止した中
央町第1公園に代わる都市公園を旧本庁舎
の跡地に新たに設置する計画で、社会経済
情勢などを踏まえ改定を行ったものです。

こども・若者計画
�問 ��こども育成課 
（ TEL 048-796-8193）

春日部市のこども・若者施策の考え方や取り
組みの方向性などを示した計画です。

特定個人情報保護評価書 
（全項目評価書）の一部変更
�問 市民課（ TEL 048-796-5981）

特定個人情報の適正な取り扱いを確保する
ため、個人のプライバシーなどの権利利益
に与える影響を分析し、リスクを軽減する
ための措置などについて示した評価書です。

第2次いきいきライフプラン 
かすかべ（健康づくり計画・ 
食育推進計画・自殺対策計画）
�問 ��春日部市保健センター（ TEL 048-736-6778）

今後6カ年の健康増進、食育推進および自殺
対策を推進するための計画です。


